
第 3章 災害応急対策計画 

 

第５節 消防・救急計画 

 

第１項 計画の主旨 

大地震が発生した場合には，建物等の倒壊をはじめ，火災の同時多発や市街地への延

焼拡大などにより，多大な人的・物的被害が発生するおそれがある。 

このため，住民や自主防災組織等は，可能な限り出火防止，初期消火及び延焼拡大の

防止に努めるとともに，市にあっては，消火活動はもとより，住民の避難時における安

全確保，的確な救急・救助活動など，住民の生命・身体の保護を優先した活動を展開す

る。 

 

第２項 市が実施する対策（消防対策部） 

１ 消防活動 

消防活動の主体として，管内で火災等の災害が発生した場合に，住民に対し，出火

防止，初期消火活動の徹底を期するよう，あらゆる手段をもって呼びかけを行うとと

もに，住民の避難時における安全確保及び延焼防止活動を行う。 

２ 救急活動 

（１）医療機関，運輸業者等の協力を求めて救急活動を実施する。 

（２）多数の傷病者が発生し，他市町村の応援を必要とする場合は，消防活動同様，協

定等に基づき，県及び近隣市町に対し応援出動を要請する。 

（３）平常時において，住民に対し，応急手当の普及啓発を推進するとともに，救急救

命士の育成及び医師の指示のもとに特定行為を行うことができる救急体制の強化を

図る。 

３ 津波対策活動 

消防機関は，津波からの円滑な避難の確保等のために，次の事項を重点として必要

な措置を講ずる。ただし，津波の襲来時間を考慮し，率先避難者となり，決して逃げ

遅れることのないように行動する。 

（１）津波警報等の情報等の的確な収集・把握 

（２）津波からの避難誘導として海浜にある者及び海岸付近等の住民等に対し，急いで

海浜等から退避し，安全な場所へ避難するよう呼びかける。 

（３）土のう等による応急浸水対策 

（４）救助，救急等 

４ 資機材の配備 

大地震が発生した場合において，災害応急対策及び施設等の応急復旧対策を実施す

るため，必要な資機材の点検，整備及び配備等の準備を行う。 

５ 応援要請 

279



第 3章 災害応急対策計画 

火災発生時おいて消防用水の確保が困難な場合に，「火災時における消防用水の確保

に関する協定書」により鈴鹿生コンクリート販売協同組合に応援を要請する。 

また，消防及び救急活動において，災害の規模が大きく他市町村の応援を必要とす

る場合に，消防組織法第３９条に基づく「三重県内消防相互応援協定」及び基本法第

６７条，６８条の規定により，県及び近隣市町に対し応援出動を要請する。 

災害の状況により，県内の応援だけでは十分な対応がとれないと判断したときは，

速やかに知事に対して「三重県における緊急消防援助隊応援出動及び受援計画」に基

づき緊急消防援助隊の応援出動を要請する。 

資料編１６－５ 防災に関する協定一覧（災害時における消防用水の確保に関する協定） 

資料編１６－１５ 三重県内消防相互応援協定 

６ 活動拠点等の確保 

応援出動を要請した際の救助関係機関が部隊を展開，宿営等を行う拠点となる施

設・空地等を確保する。 

７ 惨事ストレス対策 

消防及び救急活動を実施した職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。 

 

第３項 市民や地域が実施する対策 

１ 初期消火活動 

発災直後にあっては，道路交通網等の寸断が予測されることから，消防機関が被災

地に赴くのに時間を要することになるため，住民や自主防災組織，消防団等は，消防

機関が到着するまでの間，可能な限り出火防止，初期消火及び延焼防止に努める。 

２ 初期救急活動 

被災地の住民や自主防災組織，消防団等は，救急機関が到着するまでの間，可能な

限り応急手当の実施に努める。 
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第 3章 災害応急対策計画 

 

第６節 水防活動計画 

 

第１項 計画の主旨 

地震発生時には，港湾，河川，ため池等の護岸・堤防の損壊，津波による海岸堤防の

損壊，山腹の崩壊などによるせきとめ，溢流，氾濫などによって水害が生じることが予

想される。 

このため，地震後の水防活動としては，港湾，河川，海岸堤防，ため池等その損壊に

よって水害となる各種施設の巡視を実施し，早急に危険箇所を把握し，必要な応急措置

を講ずる。 

水防活動に関する震災時における応急対策は，「鈴鹿市水防計画」に準拠して，次の事

項を実施する。 

 

第２項 市が実施する対策 

１ 監視，警戒体制（危機管理班，福祉医療対策部，土木対策部，産業物資対策部，消

防対策部） 

（１）巡視 

水防管理者，水防団長は，水防作業員等の安全が確保できる範囲内で，水防計画

に基づき，区域内の河川・海岸堤防等を巡視するものとし，水防上危険と認められ

る箇所を発見したときは，直ちに当該河川，海岸等の施設管理者に連絡して必要な

措置を求める。 

（２）非常警戒 

水防管理者は地震動又は津波等により水防施設の被害が予測される場合，水防作

業員等の安全が確保できる範囲内で，水防区域を監視及び警戒するとともに，安全

が確認された後，現在工事中の箇所やその他特に重要な箇所を重点的に巡視し，異

常を発見した場合は，直ちに当該河川，海岸堤防等の施設管理者に連絡するととも

に，水防作業を開始する。 

（３）水門，えん堤，ため池等の操作 

河川，海岸，港湾又は漁港等の管理者（操作責任者）は，津波予報の発表を知り，

又は東海地震予知情報等の通知を受けたときは，水位の変動を監視し，必要に応じ

て門扉開閉を行う。 

また，地震が発生した場合は直ちに，水門等の閉鎖，工事中の場合は工事の中断

等の措置を講じる。 

ただし，津波等により操作員の安全が確保できない場合はこの限りではなく，避

難を優先する。 

資料編２－１ 防災重点農業用ため池 
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資料編２－２ その他の農業用ため池 

（４）災害発生直前の対策 

水害の危険がある区域に，地下空間等にある施設や主に災害時要援護者が利用す

る施設がある場合，施設利用者が円滑かつ迅速な避難を確保する対策を講じる。 

２ 資機材の配備（総務管理部，産業物資対策部，土木対策部，消防対策部） 

大地震が発生した場合において，災害応急対策及び施設等の応急復旧対策を実施す

るため，必要な資機材の点検，整備及び配備等の準備を行う。 

３ 応急復旧（土木対策部，産業物資対策部，消防対策部） 

堤防，ため池，樋門等が決壊したときは，水防管理者，水防団長，消防機関の長等

は水防作業員等の安全が確保できる範囲内で，でき得る限り被害の増大を防止すると

ともに，二次災害の発生を抑止するため，早期に応急復旧工事を行う。 

資料編１６－５ 防災に関する協定一覧（災害時における避難生活の環境向上に必要な設

備等の設置支援に関する協定，災害時等における雨水ポンプ場等の事業

継続支援等に関する協定） 
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第 3 章 災害応急対策計画 

 

第７節 津波対策計画 

 

第１項 計画の主旨 

この計画は，津波の予報が発表され，又は津波のおそれがある場合の対策に関する計

画とする。  

 

第２項 市が実施する対策 

気象庁から発表される津波警報等は，全国瞬時警報システム（Ｊアラート）により自

動的に防災行政無線が起動し伝達される。併せて市長は，津波警報等を防災行政無線，

サイレン，メール，いのちの鐘等，様々な手段を用いて市民等に伝達する。 

特に，津波の特別警報の伝達を受けた場合は，これを直ちに市民等に伝達する。 

１ 津波による避難の指示の対象地域 

地震発生時において，津波による避難の指示の対象となる地域は，県が作成した津

波浸水予測図の範囲とする。 

２ 津波に対する警戒態勢 （総務管理部，産業物資対策部，土木対策部，消防対策部） 

（１）市長は，名古屋地方気象台により津波注意報が発表されたときのほか，相当規模

の地震（震度４程度以上）が発生したとき又は弱い地震であっても長時間ゆっくり

とした揺れを感じたとき若しくは異常な海象を知ったときは，必要に応じて消防機

関等の協力を得て，海浜にある者及び海岸付近等の住民等に対し，急いで海浜等か

ら退避し，津波の浸水の恐れがない安全な場所へ避難するよう指示する。 

（２）各担当部は，津波の来襲に備えて，水門等の閉扉，潮位の測定を行うなど警戒に

あたるとともに，逐次潮位を市長に報告する。 

（３）市長は，津波警報が発表されたときは，海浜にある者，海岸付近の住民及び津波

浸水予測図により津波による被害が生じる恐れがあると認められる地域の住民等に

対し，急いで海浜等から退避し，安全な場所へ避難するよう指示する。 

（４）市は安全な地点から海面の状態を監視する体制を整備する。また，津波浸水予測

区域内で活動する者は，津波避難の広報を行いつつ，支部員も避難し，安全を確保

する。 

資料編１１－１ 警報・注意報の種類と発表の基準 

 

第３項 市民や地域が実施する対策 

海浜にある者， 海岸付近の住民等は，強い地震（震度４程度以上）を感じたとき又は

弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときには，直ちに海浜から退

避し，急いで安全な場所に避難するとともに，可能な限りコミュニティＦＭ，テレビ等

を利用して自ら災害情報を収集する。 
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第 3 章 災害応急対策計画 

地震発生後，報道機関から津波警報が放送されたときには，同様の措置をとる。 

また，異常現象を発見したものは，速やかに防災関係機関に通報する。 

（１）津波避難の原則 

津波避難の行動時の原則は，次のとおりである。 

ア できるだけ，津波浸水予測区域外や津波浸水リスクの少ない高台や内陸を目指

す。 

イ 避難する時間がない場合，逃げ遅れた場合においては，近くの津波避難ビルを

目指す。 

資料編４－１ 避難場所 

ウ 自動車での避難は交通渋滞を招くため，できるだけ徒歩で避難する。 

（２）避難誘導 

ア 自主防災組織又は住民等 

住民等は，互いの安全を確認し，自主性をもち主体的に避難する。 

避難する場合は，地域の災害時要援護者の安否を確認し，避難支援を行う。 

「いのちの鐘」を乱打する。 

イ 学校，幼稚園，保育所，事業所等 

各施設の責任者・管理者は，児童・生徒・園児，従業員等の避難誘導を行う。 

ウ 社会福祉施設・病院 

施設の責任者・管理者は，入所者等の避難誘導を行う。 

エ 駅，大型商業施設等 

施設の責任者・管理者は，利用者等の避難誘導を行う。 

オ 公共交通機関 

公共交通機関の乗務員は，乗客の避難誘導を行う。 
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第 3 章 災害応急対策計画 

津波予報等の伝達系統図 

 

           気 象 庁 本 庁 

 

 

 

   

 

        

津地方気象台 
名古屋地方気象台 

(株 )ＮＴＴマーケ

ティングアクト 

福岡センタ 

N H K 

中部管区警察局 

警察本部 三重県災害対策課 

鈴鹿警察署 鈴鹿地域防災 

総合事務所 

鈴  鹿  市  鈴鹿市消防本部 

交番・駐在所 

（
防
災
行
政
無
線
） 

（
※
警
報
の
み
） 

（
緊
急
警
報
放
送
受
信
機
） 

（
※
警
報
の
み
） 

消 防 団 市 各 施 設 

住   民   等 

（
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
放
送
） 

（広報車･サイレン・防災無線等） 

（注） 船舶には，海上保安部を経由して伝達される。 

（消防無線） 
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第 3章 災害応急対策計画 

 

第８節 交通応急対策計画 

 

第１項 計画の主旨 

南海トラフ地震発生後は，市内で甚大な被害が想定されるため，防災活動の拠点とな

る広域防災拠点施設等への緊急輸送・搬送ネットワークを確保する。 

また，津波災害が想定される場合の沿岸部からの避難路確保のための交通規制等を的

確に行う。 

 

第２項 市及び防災関係機関が実施する対策 

 １ 重要物流道路の確保（土木対策部，道路管理者） 

   救援物資等の安定的な輸送を確保するため，国が物流上重要な道路輸送網を重要物

流道路として指定したため，災害時において，国及び県等の関係機関と密接に情報共

有を図り，重要物流道路の確保を行う。 

２ 緊急輸送道路等の確保（土木対策部，消防対策部，道路管理者） 

（１）緊急時における通行可能連絡路線の検討 

地震災害時には道路管理者は，道路交通の状況等について速やかに調査を実施し，

道路の破損，決壊，橋りょうの損壊その他交通に支障を及ぼす個所を早急に把握す

るとともに，平常から橋りょうの位置，構造等について十分に調査し，有事に迅速

かつ適切な対策が実施できるようにする。 

（２）路上放置車両や立ち往生車両等に対する措置（土木対策部，消防対策部，道路管

理者） 

消防吏員は通行禁止区域等において，消防用緊急通行車両の通行に際し，現場に

警察官がいない場合に限り，路上放置車両等の移動等の措置を行うことができる。 

ただし消防吏員の取った措置については，直ちに所轄警察署長に通知しなければ

ならない。 

    また，道路管理者は，三重県公安委員会より，緊急通行車両以外の車両の通行禁

止等を行う必要があり，緊急通行車両の通行を確保するための区間の指定，放置車

両や立ち往生車両等の移動等の要請を受けた際は，運転者等に対し車両の移動等の

命令を行う。なお，運転者がいない場合等においては，道路管理者は，自ら車両の

移動等を行う。 

資料編１６－５ 防災に関する協定一覧（災害時における緊急通行妨害車両等の排除業務

に関する協定） 

３ 交通規制（土木対策部，道路管理者，警察） 

（１）災害により交通施設，道路等の危険な状況が予想され，又は発見したとき，若し

くは通報等により承知したときは，その安全と緊急輸送道路等を確保するため，速
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やかに通行の禁止又は制限（以下「通行禁止等」という。）を行う。この場合，道路

管理者と警察関係機関は密接なる連絡のもとに，適切な処置をとる。 

（２）交通規制を行うときは，その内容を立看板，報道機関等を利用して一般に周知さ

せる。 

（３）実施 

ア 道路管理者等 

（ア）道路の破損，決壊，その他の事由により交通が危険であると認める場合 

（イ）道路に関する工事のため，必要と認める場合 

イ 警察官 

（ア）災害対策に従事する者及び必要物資の緊急輸送を確保するため，必要がある

と認める場合 

（イ）道路の損壊，火災の発生その他の事情により，交通の危険が生じるおそれの

ある場合 

４ 道路交通状況の調査（土木対策部，道路管理者） 

（１）地震災害の発生により道路状況を調査する必要のあるときは，直ちに道路パトロ

ールを行う。 

（２）道路交通状況の調査について必要がある場合は，県及び自衛隊の応援を得て上空

からヘリコプターにより調査する。 

５ 緊急通行車両の取り扱い（警察，県） 

緊急通行車両の確認は，警察及び災害時に設置される交通検問所又は，知事におい

て行う。 

６ その他の交通規制（警察，土木対策部，道路管理者） 

広域交通規制以外の災害時における交通規制については，道路交通法第６条（混雑

緩和の措置）及び第８条（通行の禁止及び制限）又は道路法の規定に基づき措置する。 

なお，地震発生時における通行規制は，県防災計画地震・津波対策編に定める方法

による。 

７ 海上交通の確保（海上保安部，港湾管理者） 

海上の交通安全を確保するため，次の活動を行う。 

（１）海上交通の輻輳が予想される海域においては，必要に応じて船舶交通の整理，指

導を行う。 

（２）海難の発生その他の事情により，船舶交通の危険が生じ，又は生ずるおそれがあ

るときは，必要に応じて船舶交通を制限し，又は禁止する。 

（３）海難船舶又は漂流物，沈没物その他の物件により船舶交通の危険が生じ，又は生

ずるおそれがあるときは，速やかに必要な応急措置を講ずるとともに，船舶所有者

等に対し，これらの除去その他船舶交通の危険を防止するための措置を講ずべきこ

とを命じ，又は勧告する。 
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（４）水路の水深に異常を生じたと認められるときは，必要に応じて検測を行うととも

に，応急標識を設置する等により水路の安全を確保する。 

（５）航路標識が損壊し，又は流出したときは，速やかに復旧に努めるほか，必要に応

じて応急標識の設置に努める。 

 

第３項 市民や地域が実施する対策 

１ 大地震発生時の行動 

車両を運転中に大地震が発生したときは，一般車両の運転者は以下の行動を講じる

とともに，原則として徒歩で避難することを地域等で共有を図る。 

（１）急ハンドル，急ブレーキを避けるなど，できるだけ安全な方法により道路の左側

に停止する。 

（２）停止後は，カーラジオ等により継続して地震情報や交通情報を聞き，その情報や

周囲の状況に応じて行動する。 

（３）車両を置いて避難するときは，できるだけ道路外の場所に移動しておく。 

（４）やむを得ず，道路上に置いて避難するときは，道路の左側に寄せて駐車し，エン

ジンを止め，エンジンキーは付けたままとし，窓を閉め，ドアは施錠しない。 

（５）駐車するときは，避難する人の通行や災害応急対策活動の実施の妨げとなるよう

な場所には駐車しない。 
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